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1

21世紀は人権の世紀といわれ、国際社会において「人権尊重」が大きな潮流と
なっている中、本町では、「※松伏町人権施策推進指針」を定め、町民一人ひとりが
人権を尊重し、真の豊かさを実感できる「差別のない明るい社会」の実現をめざして
います。
その結果、差別意識や偏見は徐々に解消されつつありますが、配偶者やパートナー
に対する暴力（※ＤＶ）、児童・高齢者に対する虐待、情報化社会の進展に伴ったイ
ンターネットを使ったいじめなど、様々な人権問題が未だ根強く残っています。また
※同和問題をはじめ障がい者に対する差別の問題、※ヘイトスピーチの問題に対して
は※各々の法の主旨を踏まえながら解決に向けた施策を講じる必要があります。
地域や家庭、学校での人権啓発の取り組みや※人権擁護委員と連携した人権相談の
充実、人権尊重の視点に立った計画を実行し、人権侵害が起こらない社会の仕組みを
つくっていく必要があります。

①啓発活動の推進
地域や家庭、学校などさまざまな場において、人権を尊重する意識や他者への思い
やりの心を学ぶことができるよう情報提供や啓発活動に努めます。
②人権教育の推進
人権セミナーなどあらゆる機会を通じて人権教育を推進します。また、学校におけ
る人権教育を充実し、児童生徒、教師がいじめや体罰について考える機会、防止する
ための取り組みに努めます。

「松伏町人権施策推進指針」に基づき、関係機関と連携しながらさまざまな人権問
題に対する取り組みを総合的に推進します。

町の現況と課題

基 本 方 針

基 本 計 画

（１）啓発・教育活動の推進

人権の尊重

317人

目標値（2023年度末）

人権に関する研修参加者数 320人

指標名 現状値（2016年度
（平成28年度））

施策の成果指標
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①相談体制の充実
人権に関するさまざまな問題に応じるため、相談体制を強化するとともに、相談し
やすい環境づくりに取り組みます。
②各機関との連携の強化
人権問題はさまざまな分野で横断的に存在することから、関係機関との連携を強化
し、問題の解決に努めます。

（２）人権相談体制の充実

ＤＶ
Domestic Violenceの略、ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人など親密な関係
にある、又は、あった者から振るわれる暴力。

各々の法
・「障害を理由とする差別解消の推進に関する法律」2016年（平成28年）4月1日施行。
・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律
（ヘイトスピーチ解消法）」2016年(平成28年）6月3日施行。
・「部落差別の解消の推進に関する法律」2016年(平成28年）12月16日施行。

人権擁護委員
法務大臣が委嘱し、地域のなかで人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権
を擁護していく活動を行う者のこと。

同和問題
日本社会の歴史的な過程において形成された身分制度に基づく差別により、経済的・社会
的・文化的に卑下される立場におかれ、現代社会においてもこれらの差別意識が基本的な人
権を侵害している問題のこと。

ヘイトスピーチ
特定の人種や民族、宗教などの少数者に対して、暴力や差別をあおったり、おとしめたりす
る侮蔑的な表現のこと。差別的憎悪表現とも呼ぶ。

松伏町人権施策推進指針
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の趣旨を浸透させることを目標とし、人権教育・
啓発の総合的な取り組みの推進を示したもの。

用語解説（50音順）
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2

女性の活躍が広がる一方で、「男は仕事、女は家庭」という（固定的役割分担意
識）は十分に解消されておらず、是正に向けた取り組みが必要となっています。共働
き世帯も増えていますが、働く女性の育児や介護などの負担感は大きく、長時間労働
が当たり前となっている男性の働き方の見直しや育児や介護への参加など、男性も含
めたそれぞれの生活の実情にあわせた※ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）の実現が求められています。
本町では、2004年（平成16年）に「松伏町男女共同参画推進条例」を制定し、そ
の実行計画である「※まつぶしコミュニケーションプラン」（松伏町男女共同参画基
本計画）に基づき、その成果を検証しながら男女共同参画社会実現に向けた施策に取
り組んでいます。啓発活動や法制度の周知などを図る一方、※NPO団体の力を活用
し、配偶者・パートナーからの暴力（※ＤＶ）をはじめ、女性の抱える悩みや問題に
対する相談を受け付けるなど、相談・支援体制の強化に努めています。

地域・家庭・学校・職場といった、社会のあらゆる分野において、性別にかかわり
なく、その個性と能力を十分に発揮できる、いきいきと活動できる社会の実現に努め
ます。

町の現況と課題

基 本 方 針

男女共同参画社会の推進

84.2％

目標値（2023年度末）

まつぶしコミュニケーション
プランの進捗率

男女が共に構成委員数の４割以上
である審議会等の割合

女性人材リストの登録者数

100％

29.4％ 40％

20人 50人

指標名 現状値（2016年度
（平成28年度））

施策の成果指標
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①固定的役割分担意識の是正
固定的な性別役割分担意識を是正するため、啓発活動や情報提供、学習機会の提供
を図ります。
②男女平等教育の推進
幼児期からの教育や学習を進めるため、保育士や教職員への研修を図ります。

基 本 計 画

（１）男女平等の意識づくりの推進

①まつぶしコミュニケーションプランの推進
男女共同参画に関するさまざまな問題を解決するため、「まつぶしコミュニケー
ションプラン」（松伏町男女共同参画基本計画）に基づき、啓発活動や環境整備、町
政運営などの女性参画を推進します。
②あらゆる分野への男女共同参画
男女が対等な立場で、社会のあらゆる分野の活動に参画できるまちづくりを進めま
す。
③相談・支援体制の充実
女性の人権に関するさまざまな問題に応じるため、関係機関と連携を図り、相談・
支援体制の充実に取り組みます。

（２）男女共同参画の推進

①「ワーク・ライフ・バランス」の実現
仕事、家庭生活、地域生活それぞれに応じて多様な生き方や選択ができるよう
「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と生活の調和）を推進します。

（3）男女対等な社会づくりの推進

ＤＶ
Domestic Violenceの略、ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人など親密な関係
にある、又は、あった者から振るわれる暴力。

NPO
Non-Profit Organizationの略であり、「非営利組織」の意味。特に、政府や企業などでは
できない社会的な問題に、営利を目的とせずに取り組む民間組織（民間非営利団体）をいう。

まつぶしコミュニケーションプラン
男女共同参画社会の実現をめざして、女性政策を総合的に推進するための基本方針を示した
もの。

ワーク・ライフ・バランス
国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家
庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生
き方が選択・実現できること。

用語解説（50音順）
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3

※地方分権が進展するなか、これまで行政に依存しがちであった公共サービスを、
町民と行政が互いの役割を果たしながら、協働してまちづくりを推進していくことが
必要となっています。
しかしながら、町民、行政いずれにも「公共サービスの担い手は行政である」との
意識が根強く、そのための意識改革が求められます。そして、まちづくりへの町民の
参画意識を高め、意欲のある町民の知恵と力を結集したボランティアや※ＮＰＯなど
地域づくり団体の活動を支援し、町民と行政が一体となってまちづくりに取り組む協
働体制をつくりあげる必要があります。
こうした活動を盛んにしていくためには、町民と行政お互いの役割を明らかにしな
がら、情報の共有化を図り、幅広い町民の参画を促すような施策を実施し、協働によ
るまちづくりを進める必要があります。

町民と行政が相互理解を深めながら、町民参画の機会や協働でまちづくりを推進す
る仕組みや場づくりに努めます。

町の現況と課題

基 本 方 針

協働によるまちづくり

95件

目標値（2023年度末）

※町民の声ボックス受付件数 115件

323,974件町ホームページのアクセス件数 450,000件

48件町政モニター員によるアンケートの
回答件数 100件

指標名 現状値(2016年度
（平成28年度）)

施策の成果指標

82 83 84 85

86 87 88 89 90 91

92 93 94 95 96 97



①町民参加機会の拡充
政策形成過程への町民参加を促進するため、※公募委員の登用や※町民意見反映手
続制度など、多様な参加機会の創出に努め、情報の共有化を図ります。
②情報提供の充実
これまでの広報紙を更に充実させるとともに、※松伏町シティプロモーション戦略
に基づき、既存の情報発信ツール（ホームページ、ツイッター等）を活用するととも
に、新たな広報ツールやＰＲ方法を検討することで、より効果的な手法を用いて情報
発信を行います。

基 本 計 画

（１）町民参画の仕組みづくり

①協働の担い手の育成
町民や団体、NPOなどが主体となった公益活動や町民提案型まちづくり事業に対
して支援を行い、協働の担い手として育成します。

（２）協働の担い手の育成

NPO
Non-Profit Organizationの略であり、「非営利組織」の意味。特に、政府や企業などでは
できない社会的な問題に、営利を目的とせずに取り組む民間組織（民間非営利団体）をいう。

公募委員
公共機関ないし社会的に組織された法人・団体において設置された審議機関・諮問機関にお
いて一般から公募され、委嘱された委員をいう。 

地方分権
従来の中央集権に対し、国と地方自治体の関係を従来の主従の関係から対等・協力の関係に 
改め、地方自治体の自己決定と自己責任による行政運営を実現すること。 

町民意見反映手続制度
町が重要な施策などを立案する際、その案と関係資料を町民に公表し、提出された意見を考
慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する町の考え方を公表する制度。

町民の声ボックス
町民参加の町政を推進するための手段の１つで、町民から手紙や電子メールで町政に関する
意見や要望を受け付けるもの。

松伏町シティプロモーション戦略
松伏町の認知度向上を目的として、町が進めていく広報戦略をまとめたもの。2017年（平
成29年）12月策定。

用語解説（50音順）
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4

これまで、地域のコニュニティ機能を担ってきた自治会などの組織は、価値観の多
様化や少子高齢化の進展により、加入率の低下、コニュニティ活動の停滞、また、担
い手不足などの問題が生じてきています。
一方、地域のコミュニティは、地域の防災対応力に密接な関係を持つものであり、
これまで以上に地域のつながりの必要性が求められています。
地域の活性化は、今後のまちづくりには必要不可欠であり、自治会活動を通じてコ
ミュニティの促進に努めるとともに、外国籍住民が増加していることから、地域社会
での多文化共生を推進する必要があります。

①コミュニティ意識の高揚
コミュニティ活動への自主的な参加を促進するため、意識啓発のための情報提供に
努めます。
また、活動拠点の整備・充実を図るなど、コミュニティ活動への支援に努めます。
②ボランティア活動への支援
地域社会に問題意識を持ち、その解決に向け自主的に行動を起こすことができるよ
う、ボランティア活動の普及と啓発に努めます。
また、ボランティア活動に気軽に参加できるよう、情報収集などの支援に努めます。
③地域コミュニティの場として公共施設の活用
多世代交流学習館などで※サロン事業、世代間を超えた事業を実施することにより、
地域で不足しがちなコミュニティの場を提供し、町の活性化を図ります。

地域の活性化を図るため、自治会加入率の向上に努めるとともに、自治会活動への
支援、活動環境の充実に努めます。

町の現況と課題

基 本 方 針

基 本 計 画

（１）コミュニティ意識の啓発

地域コミュニティの推進

56.8％

目標値（2023年度末）

自治会加入率の維持向上 66％

指標名 現状値（2016年度
（平成28年度））

施策の成果指標
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①自治会加入率の向上
地域住民間のコミュニティの促進を図るため、自治会加入率の向上に努めます。
②自治会活動への支援
自治会が主催するイベントなどを支援し、地域住民主体の地域づくりを促進し、地
域の活性化を図ります。

（２）自治会活動の活性化の促進

①交流機会の充実
多文化共生をめざし、異なる文化や習慣への偏見をなくすため国籍を超えた交流を
深める機会を充実します。
②国際的な人材の育成
グローバル化に応じた国際的人材を育成するため地域、学校、外国籍住民などが協
力して異文化を学ぶ場をつくります。

（3）多文化共生の推進

サロン事業
子どもから高齢者まであらゆる世代が居心地が良いと思える「居場所」を提供し、利用者同
士が交流することで地域コミュニティの活性化を目的とした事業のこと。

用語解説（50音順）

序　

論

基
本
構
想

地
区
別
計
画

世
代
別
計
画

資　

料

大
綱
１

大
綱
２

大
綱
３

大
綱
４

大
綱
５

大
綱
６

大
綱
７

基
本
計
画

子
育
て
支
援

健
康
・
福
祉
・

社
会
保
障

人
権
・
男
女
共
同
・

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

産
業
振
興

生
活
基
盤
整
備

生
活
環
境
の
充
実

行
財
政
運
営
の

充
実

82 83 84 85

86 87 88 89 90 91

92 93 94 95 96 97



5

少子・高齢化やグローバル化など、社会・経済情勢の大きな転換期にあるなか、町
民一人ひとりが生涯を通して学習に取り組むことの重要性が高まっています。町民の
学習に対するニーズは多様化・高度化しており、学習や活動の場の充実が求められて
います。
本町では、町民の健康志向の高まりからスポーツ活動に対するニーズが高まってお
り、子どもから高齢者まで、年齢や体力に応じたスポーツやレクリエーションを楽し
むことのできる環境づくりが求められています。
芸術・文化活動の拠点となる中央公民館や多世代交流学習館では、さまざまな学習
講座を開設し、継続的な学習機会を提供しています。今後の町民のニーズに応じた学
習メニューの整備とともに、学んだ成果が適切に評価され、実際にまちづくりや子ど
もの育成などに活用できる仕組みをつくることも必要です。また、本町は「音楽によ
るまちづくり」を推進しており、田園ホール・エローラではさまざまなコンサートが
開催され、町民が気軽に音楽に親しむことができる機会の充実に努めています。
国際交流は、国際交流協会を中心にオーストリアとの青少年交流により多くの中高
生が参加する一方、日常生活の中でも外国人とのふれあいの機会が増えています。地
域の特徴を活かしたさまざまな分野での交流の機会創出が必要です。

町民一人ひとりが生涯にわたり学習できる環境を整えるとともに、学んだ成果をま
ちづくりに活かす仕組みづくりを進めます。また、芸術や文化に親しむ機会の提供や、
町民の自主的な活動を支援します。
子どもから高齢者まで心身ともに健やかに暮らすため、生涯スポーツ活動を推進し
ます。また、町民の国際的な意識を高めるため、国際的な交流を支援します。

町の現況と課題

基 本 方 針

スポーツ・芸術・文化活動の推進

12教室

目標値（2023年度末）

スポーツ教室数

芸術・文化活動に関する講座数

町史編さんの進捗率

14教室

18講座 2２講座

30％ 80％

まちづくり出前講座数 72講座 98講座

指標名 現状値（2016年度
（平成28年度））

施策の成果指標

82 83 84 85

86 87 88 89 90 91

92 93 94 95 96 97



①スポーツ活動の推進
スポーツ推進委員や地域スポーツクラブと協力して、町民のニーズに応じたスポー
ツ教室やイベントを開催し、スポーツを通じた町民の交流や、健康増進の推進に努め
ます。
②指導者・リーダーの発掘・育成
地域スポーツクラブやスポーツ少年団の活動を活発にするため、指導者、リーダー
の発掘・育成に努めます。

基 本 計 画

（１）スポーツ活動の充実

①芸術・文化活動の支援
文化協会などの各種団体への活動支援により、町民誰もが気軽に芸術や文化に親し
む機会を充実します。
②音楽によるまちづくりの推進
子どもたちの活動への支援やグループの育成、また町民が気軽に音楽に親しむこと
ができ、日常生活の中に音楽があるまちをめざします。
③歴史・文化の保存と継承
町内に残る文化財の歴史的価値を見出し後世へ残すため、資料の調査・研究を進め、
文化財の保護及び町史の編さんを行います。

（２）芸術・文化活動の充実

①学習内容の充実
学習機会の拡充とともに、町民の学習ニーズに応じた学習内容の充実を図ります。
②学習成果の活用
生涯学習の成果をまちづくりや子どもの育成などに活用できるよう、機会の提供に
努めます。
③学習環境の整備
中央公民館や多世代交流学習館などの文化施設、B&G海洋センターなどのスポー
ツ施設の機能を適切に維持するとともに、より多くの町民が利用できるよう、各種施
設の充実と有効利用に努めます。
また、専門的な知識や技能を有する地域人材などを活用することにより、学習環境
の支援体制の充実を図ります。

（3）多様な学習機会の提供
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地域資源
特定の地域に存在する特徴的なものを資源として活用可能な物と捉え、人的・人文的な資源
をも含むさまざまなものの総称。

用語解説（50音順）

①国内交流の推進
※地域資源を活用した他自治体との交流事業を推進し、さまざまな分野ごとの交流
機会の創出に努めます。
②国際交流の推進
国際交流協会と連携し、外国籍住民の日本文化への理解を深めるとともに、日本人
の外国人理解を深める交流を促進します。

（4）広域交流の充実

松伏町小・中学校音楽会

ささら獅子舞
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86 87 88 89 90 91
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